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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記のａ、ｂ、ｃ、およびｄの各成分を含有し、ａ成分が８～３０質量％、ｂ成分が２
～１５質量％、ｃ成分が０．５～１０質量％、ｄ成分が２～２０質量％、ａ成分とｄ成分
の質量比ａ／ｄが０．７～４であることを特徴とする皮膚用洗浄剤組成物。
　ａ．ラウリン酸カリウム塩２０～６０質量％、ミリスチン酸カリウム塩５～４０質量％
、パルミチン酸カリウム塩０～５質量％、およびオレイン酸カリウム塩２０～６０質量％
である脂肪酸カリウム塩混合物
　ｂ．式（１）で示されるアミドアミノ酸型両性界面活性剤、式（２）で示されるアミド
ベタイン型両性界面活性剤、および式（３）で示されるアルキルイミノジカルボン酸型両
性界面活性剤から選ばれる１種または２種以上の両性界面活性剤
【化１】

（式中、Ｒ１ＣＯは炭素数８～２０のアシル基を示し、Ｍ１は水素原子、アルカリ金属、
１／２アルカリ土類金属、アンモニウム、有機アンモニウムまたは塩基性アミノ酸陽イオ
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ンを示す。）
【化２】

（式中、Ｒ２ＣＯは炭素数８～２０のアシル基を示し、ｌは２～４の整数を示す。）
【化３】

（式中、Ｒ３は炭素数８～２０のアルキル基またはアルケニル基を示し、Ｍ２およびＭ３

はそれぞれ独立して水素原子またはアルカリ金属を示す。ｍおよびｎはそれぞれ独立して
１～３の整数を示す。）
　ｃ．式（４）で示されるアシルメチルタウリン型陰イオン性界面活性剤

【化４】

（式中、Ｒ４ＣＯは炭素数８～２０のアシル基を示し、Ｍ４はアルカリ金属、１／２アル
カリ土類金属、アンモニウム、有機アンモニウムまたは塩基性アミノ酸陽イオンを示す。
）
　ｄ．ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリル型非イオン性界面活性剤

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗顔料、ボディシャンプー、ハンドソープ等の皮膚用洗浄剤組成物に関し、
更に詳しくは、使用時の延びがよく、メイクアップ化粧料等の皮膚化粧料、特にサンスク
リーン剤に対して、クレンジング力が高く、かつ泡立ちおよび泡質に優れるとともに、す
すぎ後のさっぱり感に優れ、つっぱり感が生じ難い皮膚用洗浄剤組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マスカラ、口紅、ファンデーション等のメイクアップ化粧料は、肌を美しく見せ、外界
の刺激から肌を保護する効果を有し、女性の生活には欠かせないものとなっている。また
、スキンケアの意識の高まりから、日焼け予防のサンスクリーン剤が男女問わず使用され
るようになってきている。しかし、これらメイクアップ化粧料やサンスクリーン剤等の皮
膚化粧料は、油性成分や無機顔料を多量に含んでいるため、皮膚の毛穴を塞ぎ、新陳代謝
を妨げるとともに、皮膚化粧料自体が徐々に酸化されるため、長時間の使用は肌トラブル
の原因となる場合がある。このため１日１回はクレンジング料を用いて皮膚化粧料を除去
する必要がある。
【０００３】
　メイクアップ化粧料やサンスクリーン剤等の皮膚化粧料の多くは、汗等で流れ落ちるの
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を防ぐため、皮膚に塗布した後も親油性を保つように工夫されていることから、通常の洗
顔料に用いられている石けんなどのイオン性界面活性剤では充分に除去することが困難で
ある。そのため、第一段階として、皮膚化粧料となじみやすい油性成分を多く含んだ洗浄
料（メイク落とし）を用いて等の皮膚化粧料を除去し、第二段階として石けんなどのイオ
ン性界面活性剤（洗顔フォーム）を主成分とした洗浄料を泡立たせて素肌洗いを行い、メ
イク落としの残存油分を皮膚上の皮脂、泥、チリ、汚れと共に洗い流すことで、すっきり
感あるいはさっぱり感といった満足感を得ていた。
【０００４】
　このような二段階の洗浄、いわゆるダブルクレンジングを必要とする理由は、油性成分
を主成分とする洗浄料では、使用後に水ですすいでも、皮膚上に残った油性成分が十分除
去できず、さっぱりした洗浄感が得られないためであり、また、石けんなどの泡立たせて
使う素肌洗い用の洗浄料のみでは、皮膚化粧料の油性成分に覆われた顔料や色素などを肌
上から十分に除去できないためである。しかし、化粧行為の迅速性や簡便性が求められつ
つある近年、ダブルクレンジングは手間がかかる行為であり、また、二度の洗浄により、
肌への負担が大きいといった問題を生じることもあった。
【０００５】
　石けんなどの泡立たせて使う洗浄料には泡立ちおよび泡質の良さが求められている。こ
れは豊富でクリーミーな泡による緩衝作用によって皮膚への刺激を低減する効果があるた
めである。更に、泡立ちが良いほど洗浄した際の満足感が得られる傾向にあり、また泡質
がクリーミーで細かいほど皮膚の毛穴などの小さな部位にも入りこめることから汚れのか
き出しに優れているといった利点がある。しかしながら、石けんを主成分とした洗浄料は
、泡立ちおよび泡質は優れている一方で、すすぎ後につっぱり感を生じることがあった。
【０００６】
　また、スキンケア意識の高まりから、男女問わずサンスクリーン剤を使用することが多
くなってきているが、男性はダブルクレンジングを行う習慣がほとんどないため、通常の
洗顔では油性成分等の除去が不十分であり、さっぱりした洗浄感が得られず、更に肌トラ
ブルの原因になりうることもあった。
【０００７】
　したがって、一回の洗浄のみでメイクアップ化粧料やサンスクリーン剤等の皮膚化粧料
を効果的に除去する作用と、泡立ちおよび泡質がよく洗浄後にさっぱり感を付与する作用
を併せ持つダブルクレンジング不要の皮膚用洗浄料の開発が強く望まれていた。
【０００８】
　このような洗浄料としては例えば、特許文献１において、非イオン性界面活性剤、水酸
基を有する水溶性化合物および油性成分を含有する１相型クレンジング用組成物が提案さ
れている。この洗浄料は使用時の伸び、クレンジング力は良いものの、油性成分を多量に
配合しているため、すすぎ後にぬめり感が残るばかりか、泡立たせたせることが困難であ
り、さっぱり感は得られ難かった。
【０００９】
　特許文献２では、脂肪酸アルカノールアミドと、油性成分１０～５０％と陰イオン性界
面活性剤とを含有する、ダブルクレンジング不要の泡立つ洗浄剤組成物が提案されている
。また特許文献３では、液状の油性成分５０～９０質量％、陰イオン性界面活性剤及び非
イオン性界面活性剤の組み合わせからなる、ダブルクレンジング不要の気泡性洗浄料が提
案されている。
　これら洗浄料は液状の油性成分を１０％以上含有するため、クレンジング力は良いもの
の、使用後のぬめり感が残りさっぱりと洗い上げることはできず、ダブルクレンジングが
必要になるときもあった。
【００１０】
　そこで、油性成分を含まなくてもクレンジング力があり、更に泡立たせることができる
洗浄料が提案されている。
　例えば特許文献４において、高級脂肪酸塩、タウレート型陰イオン性界面活性剤、両性
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性界面活性剤を含有する洗浄剤組成物が提案されている。この洗浄料は、皮膚刺激性が低
く、クリーミーな泡質でつっぱり感が少なくさっぱりと洗い上げることができるが、サン
スクリーン剤に対するクレンジング力については、満足いくものではなかった。
【００１１】
　特許文献５では、ポリグリセリンとアルキルグルコシド型非イオン性界面活性剤を組み
合わせたクレンジング組成物が提案されている。この洗浄料は、メイクアップ化粧料を落
とし、その後、水を加えることで、泡立たせてからすすぐことができるものだが、クレン
ジング力、泡立ち、泡質およびすすぎ後のさっぱり感は十分ではなかった。
【００１２】
　このように特許文献１～３の洗浄料は、クレンジング力は高いものの、ぬめり感が残り
やすく、更に泡立てて洗うことはできないため、洗浄後にさっぱり感が得られ難かった。
また、特許文献４および５の洗浄料はいずれもメイクアップ化粧料に対してはある程度の
効果があるものの、酸化チタン、酸化亜鉛などの無機物や紫外線吸収剤を大量に含み、か
つ肌との密着性を上げたサンスクリーン剤に対しては十分な効果が得られていないのが実
状である。また、メイクアップ化粧料やサンスクリーン剤等の皮膚化粧料に対して泡立ち
や泡質も満足のできるものではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平４－５２１３号公報
【特許文献２】特開２００７－１６１０９号公報
【特許文献３】特開２０１０－４７５４１号公報
【特許文献４】特開平８－３１１４９８号公報
【特許文献５】特開２００１－２２６２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、その目的は、使用時の延びがよく、メイク
アップ化粧料等の皮膚化粧料、特にサンスクリーン剤に対して、クレンジング力が高く、
かつ泡立ちおよび泡質に優れるとともに、すすぎ後のさっぱり感に優れ、つっぱり感が生
じ難い皮膚用洗浄剤組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を行った結果、下記に示すａ、ｂ、
ｃ、およびｄの特定の界面活性剤を所定量組み合わせることにより、上記課題を解決でき
ることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１６】
　すなわち本発明は、下記のａ、ｂ、ｃ、およびｄの各成分を含有し、ａ成分が８～３０
質量％、ｂ成分が２～１５質量％、ｃ成分が０．５～１０質量％、ｄ成分が２～２０質量
％、ａ成分とｄ成分の質量比ａ／ｄが０．７～４であることを特徴とする皮膚用洗浄剤組
成物である。
　ａ．ラウリン酸カリウム塩２０～６０質量％、ミリスチン酸カリウム塩５～４０質量％
、パルミチン酸カリウム塩０～５質量％、およびオレイン酸カリウム塩２０～６０質量％
である脂肪酸カリウム塩混合物
　ｂ．式（１）で示されるアミドアミノ酸型両性界面活性剤、式（２）で示されるアミド
ベタイン型両性界面活性剤、および式（３）で示されるアルキルイミノジカルボン酸型両
性界面活性剤から選ばれる１種または２種以上の両性界面活性剤
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【化１】

（式中、Ｒ１ＣＯは炭素数８～２０のアシル基を示し、Ｍ１は水素原子、アルカリ金属、
１／２アルカリ土類金属、アンモニウム、有機アンモニウムまたは塩基性アミノ酸陽イオ
ンを示す。）
【化２】

（式中、Ｒ２ＣＯは炭素数８～２０のアシル基を示し、ｌは２～４の整数を示す。）
【化３】

（式中、Ｒ３は炭素数８～２０のアルキル基またはアルケニル基を示し、Ｍ２およびＭ３

はそれぞれ独立して水素原子またはアルカリ金属を示す。ｍおよびｎはそれぞれ独立して
１～３の整数を示す。）
　ｃ．式（４）で示されるアシルメチルタウリン型陰イオン性界面活性剤

【化４】

（式中、Ｒ４ＣＯは炭素数８～２０のアシル基を示し、Ｍ４はアルカリ金属、１／２アル
カリ土類金属、アンモニウム、有機アンモニウムまたは塩基性アミノ酸陽イオンを示す。
）
　ｄ．ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリル型非イオン性界面活性剤
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の皮膚用洗浄剤組成物は、使用時の延びがよく、メイクアップ化粧料やサンスク
リーン剤に対して、クレンジング力が高く、かつ泡立ちおよび泡質に優れるとともに、す
すぎ後のさっぱり感に優れ、つっぱり感が生じ難いという特長を有する。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を説明する。本発明の皮膚用洗浄剤組成物は、上記のａ、ｂ、
ｃ、およびｄの各成分を含有する。ａ成分から順次説明する。
【００１９】
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　〔ａ成分〕
　本発明に用いられるａ成分は、その組成がラウリン酸カリウム塩２０～６０質量％、ミ
リスチン酸カリウム塩５～４０質量％、パルミチン酸カリウム塩０～５質量％、およびオ
レイン酸カリウム塩２０～６０質量％の混合物であり、好ましくはラウリン酸カリウム塩
２５～５５質量％、ミリスチン酸カリウム塩７～３５質量％、パルミチン酸カリウム塩１
～４質量％、およびオレイン酸カリウム塩２５～５０質量％の脂肪酸カリウム塩の混合物
、より好ましくはラウリン酸カリウム塩３５～５５質量％、ミリスチン酸カリウム塩１０
～３０質量％、パルミチン酸カリウム塩２～４質量％、およびオレイン酸カリウム塩３０
～４０質量％の脂肪酸カリウム塩の混合物である。
【００２０】
　脂肪酸カリウム塩の混合物は、予め脂肪酸カリウム塩としたものを混合したものでもよ
く、また、それぞれの脂肪酸を含有する脂肪酸の混合物をまとめてカリウム塩としたもの
でもよい。
　本発明の皮膚用洗浄剤組成物は、ａ成分を構成する脂肪酸カリウム塩以外の脂肪酸カリ
ウム塩を、本発明の効果を損なわない範囲で、含有していてもよく、上記ａ成分を１００
質量％としたとき、ａ成分以外の脂肪酸カリウム塩を５質量％程度まで含有させることが
できる。
【００２１】
　〔ｂ成分〕
　本発明に用いられるｂ成分は、式（１）で示されるアミドアミノ酸型両性界面活性剤、
式（２）で示されるアミドベタイン型両性界面活性剤、および式（３）で示されるアルキ
ルイミノジカルボン酸型両性界面活性剤から選ばれる１種または２種以上の両性界面活性
剤である。
【００２２】
　式（１）中のＲ１ＣＯおよび式（２）中のＲ２ＣＯはアシル基であり、炭素数８～２０
の脂肪酸残基である。かかる脂肪酸残基としては、具体的に脂肪酸名で表記すると、例え
ばカプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、
イソステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸等の脂肪酸が挙げられる。また
、混合脂肪酸由来のアシル基を用いることができ、かかる混合脂肪酸としては、ヤシ油脂
肪酸、パーム油脂肪酸等が挙げられる。好ましいアシル基は、炭素数８～１８の範囲のも
のであり、より好ましくは炭素数８～１６の範囲のものである。炭素数が８未満の場合は
泡立ちおよび泡質が低下することがあり、２０を超える場合は安定性に問題を生じること
がある。
【００２３】
　式（２）中のｌは２～４の整数であり、好ましくは３である。
【００２４】
　また、式（１）中のＭ１は、アルカリ金属、１／２アルカリ土類金属、アンモニウム、
有機アンモニウムまたは塩基性アミノ酸陽イオンを示し、例えば、カリウム、ナトリウム
、１／２マグネシウム、１／２カルシウム、アンモニウム、トリエタノールアンモニウム
、リジンの陽イオン性残基、アルギニンの陽イオン性残基等が挙げられ、好ましくはカリ
ウム、ナトリウムである。
【００２５】
　式（３）中のＲ３は炭素数８～２０のアルキル基またはアルケニル基であり、具体的に
は、ラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、イソステアリル基等のア
ルキル基、オレイル基等のアルケニル基が挙げられ、アルキル基はヤシ油アルキル基等の
混合脂肪酸由来のアルキル基であってもよい。好ましいアルキル基またはアルケニル基は
炭素数８～１８、より好ましくは１０～１４の範囲のものである。炭素数が８未満の場合
は泡立ちおよび泡質が低下することがあり、２０を超える場合は安定性に問題を生じるこ
とがある。
【００２６】
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　式（３）中のＭ２およびＭ３はそれぞれ水素原子またはアルカリ金属を示し、Ｍ２とＭ
３は同一でも、異なっていても良く、例えば水素原子、カリウム、ナトリウムが挙げられ
、好ましくは水素原子またはナトリウムである。また、式（３）中のｍおよびｎはそれぞ
れ独立して１～３の整数であり、好ましくは１または２の整数であり、より好ましくはｍ
およびｎがともに１である。ｍまたはｎが０の場合は安定性が低下することがあり、３を
超える場合は泡質が低下することがある。
【００２７】
　ｂ成分としては、式（１）で示されるアミドアミノ酸型両性界面活性剤では、例えば、
Ｎ－ココイル－Ｎ’－ヒドロキシエチル－Ｎ’－カルボキシメチルエチレンジアミンナト
リウム〔日油（株）製「ニッサンアノンＧＬＭ－Ｒ－ＬＶ」）、式（２）で示されるアミ
ドベタイン型両性界面活性剤では、例えば、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルジメチルアミノ
酢酸ベタイン〔日油（株）製「ニッサンアノンＢＤＦ－Ｒ」）、式（３）で示されるアル
キルイミノジカルボン酸型両性界面活性剤では、例えば、ラウリルイミノジ酢酸ナトリウ
ム〔日油（株）製「ニッサンアノンＬＡ」〕等が挙げられる。ｂ成分として、式（１）～
式（３）の各両性界面活性剤から選ばれる１種または２種以上を用いることができるし、
同じ式で表わされる２種以上の両性界面活性剤を用いることもできる。
【００２８】
　〔ｃ成分〕
　本発明に用いられるｃ成分は、式（４）で示されるアシルメチルタウリン型陰イオン性
界面活性剤である。式中のＲ４ＣＯはアシル基であり、炭素数８～２０の脂肪酸残基であ
る。かかる脂肪酸残基としては、ｂ成分の説明において挙げられた脂肪酸残基と同一のも
のが挙げられ、好ましくは炭素数８～１８、より好ましくは８～１６の範囲のものである
。炭素数が８未満の場合は泡立ちおよび泡質が低下することがあり、２０を超える場合は
安定性に問題を生じることがある。
　また、式中のＭ４は、ｂ成分中のＭ１と同一のものが挙げられ、好ましくはカリウム、
ナトリウムである。
【００２９】
　ｃ成分として具体的には、Ｎ－ココイル－Ｎ－メチルタウリンナトリウム〔日油（株）
製「ダイヤポンＫ－ＳＦ」〕、Ｎ－カプロイル－Ｎ－メチルタウリンナトリウム〔日油（
株）製「ダイヤポンＨＦ－ＳＦ」〕等が挙げられる。ｃ成分として１種又は２種以上を用
いることができる。
【００３０】
　〔ｄ成分〕
　本発明に用いられるｄ成分は、ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリル型非イオン性界面
活性剤であり、グリセリンの水酸基が脂肪酸によりエステル化され、更にポリオキシエチ
レン基が付加している非イオン性界面活性剤である。
　構成する脂肪酸残基としては、例えば、炭素数６～１８の脂肪酸残基である。かかる脂
肪酸残基としては、具体的に脂肪酸名で表記すると、例えば、カプリル酸、カプリン酸、
ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、イソステアリン酸等の飽和脂
肪酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸等の不飽和脂肪酸が挙げられる。また、混合
脂肪酸由来の脂肪酸残基を用いることができ、具体的に混合脂肪酸名として表記すると、
例えば、カプリル酸／カプリン酸、ヤシ油脂肪酸、パーム油脂肪酸等が挙げられる。脂肪
酸残基の炭素数が６未満の場合は、クレンジング力が低下することがあり、炭素数が１８
を超える場合は、泡立ちや泡質が低下することがある。
【００３１】
　グリセリン１分子に対するオキシエチレン基の平均付加モル数は、好ましくは３～５０
であり、より好ましくは６～３０である。平均付加モル数が３未満では、泡立ちが低下す
るうえに配合が困難になることがあり、５０を超えると、クレンジング力が低下すること
がある。
　グリセリン１分子に対するエステルの数は、好ましくは１～２である。
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　ｄ成分として具体的には、ポリオキシエチレン（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル
（８Ｅ．Ｏ．）〔日油（株）製「ユニグリＭＣ－２０８」〕、ポリオキシエチレンヤシ油
脂肪酸グリセリル（７Ｅ．Ｏ．）〔日油（株）製「ユニグリＭＫ－２０７Ｇ」〕、ポリオ
キシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル（３０Ｅ．Ｏ．）〔日油（株）製「ユニグリＭＫ－
２３０」〕等が挙げられる。ｄ成分として１種又は２種以上を用いることができる。
【００３２】
　ａ成分の含有量は、組成物全量中に８～３０質量％であり、好ましくは１０～２５質量
％、より好ましくは１２～２０質量％である。８質量％未満では泡立ち、泡質およびさっ
ぱり感が低下することがあり、３０質量％を超えると、使用時の延び、すすぎ後のつっぱ
り感が生じることがあるほか、クレンジング力が低下することもあり、経時安定性に問題
が生じることもある。
【００３３】
　ｂ成分の含有量は、組成物全量中に２～１５質量％であり、好ましくは３～１２質量％
、より好ましくは５～１０質量％である。２質量％未満では、泡立ち、クレンジング力が
低下し、つっぱり感が生じることがあるほか、経時安定性に問題が生じることがある。１
５質量％を超えると、すすぎ時やすすぎ後の不快なぬめり感が増加し、さっぱり感が低下
することがある。
【００３４】
　ｃ成分の含有量は、組成物全量中に０．５～１０質量％であり、好ましくは１～７質量
％、より好ましくは１．５～５質量％である。０．５質量％未満では、泡質、クレンジン
グ力が低下し、つっぱり感が生じることがある。１０質量％を超えると、すすぎ後に不快
なぬめり感が生じ、さっぱり感が低下することがある。
【００３５】
　ｄ成分の含有量は、組成物全量中に２～２０質量％であり、好ましくは５～１８質量％
、より好ましくは７～１６質量％である。２質量％未満では、使用時の延び、クレンジン
グ力が低下し、つっぱり感が生じることがある。２０質量％を超えると、泡立ち、泡質お
よびつっぱり感が生じることがある。
【００３６】
　また、ａ成分とｄ成分の質量比ａ／ｄは０．７～４であり、好ましくは１～３．５、よ
り好ましくは１～３である。質量比ａ／ｄが０．７未満では、泡立ち、泡質およびさっぱ
り感が低下し、つっぱり感を生じることがある。質量比ａ／ｄが４を超えると、使用時の
延び、泡立ちが低下し、つっぱり感を生じることがある。
【００３７】
　本発明の皮膚用洗浄剤組成物は、通常の方法に従って製造することができる。本発明の
皮膚用洗浄剤組成物の形態は液状であり、溶剤として水又は低級アルコール、特に水を用
いたものが好ましい。本発明の皮膚用洗浄剤組成物において、通常、溶剤として３５～８
５質量％を含有させることができる。
　また、本発明の皮膚用洗浄剤組成物は、肌（皮膚）の洗浄を目的とした様々な使用形態
に適用することができ、例えば洗顔料、ボディシャンプー、ハンドソープ等として用いる
ことができる。特に、メイクアップ化粧料やサンスクリーン剤のクレンジング料として好
適に用いることができる。
【００３８】
　本発明の皮膚用洗浄剤組成物においては、本発明の効果を阻害しない範囲で、皮膚用洗
浄剤に常用されている添加剤を含有させることも可能である。
【実施例】
【００３９】
  以下、実施例および比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。
　表１（実施例１～７）および表２（比較例１～８）に示す皮膚用洗浄剤組成物（以下、
洗浄料とも言う。）を調製し、下記の方法により評価した。
　なお、表１および表２において、各成分の数値は組成物全量中の含有量（質量％）を示
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は、ａ成分とｄ’成分の質量比（ａ／ｄ’）を示す。
【００４０】
【表１】

【００４１】
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【表２】

【００４２】
　（１）使用時の延び
　２０名の女性（２１才～３５才）をパネラーとし、左手前腕内側に洗浄料０．１ｇをと
り、右手人差し指で円を描くように擦った。
　２点：使用時に延びが良いと感じた場合。
　１点：使用時に延びがやや良い感じた場合。
　０点：使用時に延びが悪いと感じた場合。
【００４３】
　（２）Ｏ／Ｗ型サンスクリーン剤に対するクレンジング力
　２０名の女性（２１才～３５才）をパネラーとし、市販のＯ／Ｗ型サンスクリーン剤（
ＳＰＦ；５０、ＰＡ＋＋＋）を左手前腕部に直径２センチ程塗布し、乾燥させたのち、洗
浄料０．１ｇを用いてサンスクリーン剤となじませるように３０秒間擦ったのち、水です
すいだ。
　２点：水ですすいだ後、充分汚れが落ちたと感じた場合。
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　１点：水ですすいだ後、ほとんど汚れが落ちたと感じた場合。
　０点：明らかに汚れ落ちが悪いと感じた場合。
【００４４】
　（３）Ｗ／Ｏ型サンスクリーン剤に対するクレンジング力
　２０名の女性（２１才～３５才）をパネラーとし、市販のＷ／Ｏ型サンスクリーン剤（
ＳＰＦ；５０＋、ＰＡ＋＋＋）を左手前腕部に直径２センチ程塗布し、乾燥させたのち、
洗浄料０．１ｇを用いてサンスクリーン剤となじませるように３０秒間擦ったのち、水で
すすいだ。
　２点：水ですすいだ後、充分汚れが落ちたと感じた場合。
　１点：水ですすいだ後、ほとんど汚れが落ちたと感じた場合。
　０点：明らかに汚れ落ちが悪いと感じた場合。
【００４５】
　（４）泡立ち
　２０名の女性（２１才～３５才）をパネラーとし、市販のＯ／Ｗ型サンスクリーン剤（
ＳＰＦ；５０、ＰＡ＋＋＋）を左手前腕部に直径２センチ程塗布し、乾燥させたのち、洗
浄料０．５ｇを用いてサンスクリーン剤となじませるように３０秒間マッサージした。そ
の後、水でぬらした右手で、マッサージした部分を５０往復擦って泡立てた。
　２点：泡立ちがとても良いと感じた場合。
　１点：泡立ちがやや良いと感じた場合。
　０点：泡立たないと感じた場合。
【００４６】
　（５）泡質
　２０名の女性（２１才～３５才）をパネラーとし、市販のＯ／Ｗ型サンスクリーン剤（
ＳＰＦ；５０、ＰＡ＋＋＋）を左手前腕部に直径２センチ程塗布し、乾燥させたのち、洗
浄料０．５ｇを用いてサンスクリーン剤となじませるように３０秒間マッサージした。そ
の後、水でぬらした右手で、マッサージした部分を５０往復擦って泡立てた。
　２点：泡質がとてもきめ細かいと感じた場合。
　１点：泡質がきめ細かいと感じた場合。
　０点：泡質が粗いと感じた場合。
【００４７】
　（６）すすぎ後のさっぱり感
　２０名の女性（２１才～３５才）をパネラーとし、市販のＯ／Ｗ型サンスクリーン剤（
ＳＰＦ；５０、ＰＡ＋＋＋）を左手前腕部に直径２センチ程塗布し、乾燥させたのち、洗
浄料０．５ｇを用いてＯ／Ｗ型サンスクリーン剤となじませるように３０秒間マッサージ
した。その後、水でぬらした右手で、マッサージした部分を５０往復擦って泡立てた。最
後に水で５秒間すすいだ。
　２点：さっぱり感があると感じた場合。
　１点：ややさっぱり感があると感じた場合。
　０点：さっぱり感がないと感じた場合。
【００４８】
　（７）すすぎ後のつっぱり感
　２０名の女性（２１才～３５才）をパネラーとし、市販のＯ／Ｗ型サンスクリーン剤（
ＳＰＦ；５０、ＰＡ＋＋＋）を左手前腕部に直径２センチ程塗布し、乾燥させたのち、洗
浄料０．５ｇを用いてＯ／Ｗ型サンスクリーン剤となじませるように３０秒間マッサージ
した。その後、水でぬらした右手で、マッサージした部分を５０往復擦って泡立てた。最
後に水で５秒間すすいだ。
　２点：つっぱり感が全くないと感じた場合。
　１点：つっぱり感がほとんどないと感じた場合。
　０点：つっぱり感があると感じた場合。
【００４９】
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　上記（１）～（７）について下記の基準で評価して、表１および表２にそれぞれ示した
。なお、「◎」および「○」を合格と評価した。
　◎：合計点が３５点以上
　○：合計点が３０点以上３５点未満
　△：合計点が２０点以上３０点未満
　×：合計点が２０点未満
【００５０】
　（８）経時安定性
　各洗浄料を０℃、室温、４５℃の各温度条件下でそれぞれ１カ月間保存し、その外観を
観察し下記のように評価し、表１および表２にそれぞれ示した。なお、「○」を合格とし
た。
　○：いずれの温度でも外観の変化がない。
　×：いずれかの温度において白濁や分離が認められる。
【００５１】
　本発明の皮膚用洗浄剤組成物に係る実施例１～７の洗浄料は、いずれも、使用時の延び
がよく、サンスクリーン剤に対するクレンジング力が高く、泡立ちおよび泡質に優れ、つ
っぱり感がなくさっぱりと洗い上げることができ、経時安定性に優れていた。
【００５２】
　これに対して比較例１～８では十分な性能が得られていない。
　比較例１はａ成分が少ないため、泡立ち、泡質、すすぎ後のさっぱり感が悪かった。ま
た、Ｗ／Ｏサンスクリーン剤に対するクレンジング力も低下し、つっぱり感が生じた。
　比較例２はｂ成分を含有していないため、クレンジング力、泡立ち、泡質、および経時
安定性が悪く、さらにすすぎ後のつっぱり感が生じた。
　比較例３はｃ成分を含有していないため、クレンジング力、泡質が低下し、すすぎ後の
つっぱり感が生じた。
　比較例４はｄ成分を含有していないため、使用時の延びが悪く、クレンジング力が低下
し、さらにすすぎ後のつっぱり感を生じた。
【００５３】
　比較例５はａ／ｄが小さいため、泡立ち、泡質、さっぱり感が低下し、さらにつっぱり
感も生じた。
　比較例６はａ／ｄが大きいため、使用時の延び、泡立ちが低下し、さらにすすぎ後のつ
っぱり感が生じた。
　比較７はｄ成分に代えてモノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン（１０Ｅ．Ｏ）
を含有させたものであるので、使用時の延び、クレンジング力、泡立ち、泡質、およびす
すぎ後のさっぱり感が悪かった。
　比較例８はｄ成分に代えてポリオキシエチレンラウレート（９Ｅ．Ｏ）を含有させたも
のであるので、使用時の延び、クレンジング力、泡立ち、泡質、およびすすぎ後のさっぱ
り感が悪かった。
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